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 不安定な就労状態にある方（不本意ながら非正規雇用で働く方など）（約50万人程度（35～44歳））

 長期にわたり無業の状態にある方（就業希望はあるが、「希望する仕事がありそうにない」などの理由で、就職活動に至っていない方など）

 社会とのつながりをつくり、社会参加に向けたより丁寧な支援を必要とする方（ひきこもり状態にある方など）

● 就職氷河期世代（※）の方々への支援として、政府でとりまとめた３年間の集中プログラムに沿って、厚生労働省においては、

「厚生労働省就職氷河期世代活躍支援プラン」に基づき、各種施策を積極的に展開していく。
（取組の基本的な方針）

 地域ごとのプラットフォームにおいて支援対象者の状況を把握し、地域一体となった取組を推進

 民間の活力を最大限に活用し、取組の成果を最大化

 支援が必要なすべての方に対し、個別の状況に応じたきめ細やかな支援が届く体制を構築

主な支援対象Ⅰ

 長期にわたり無業の状態にある方

地域若者サポートステーションにおいて
以下の取組を実施

① 生活困窮者自立支援とのワンストップ
支援

② 地域レベルでの潜在的要支援者把握
のためのアウトリーチ展開

③ 全国レベルでの一元的案内・相談
機能の整備

主な取組の方向性Ⅱ

 地域ごとのプラットフォームの形成・活用（３頁のイメージ図も参照）

→ 都道府県レベルのプラットフォームにより各界一体となった取組を推進

→ 市町村レベルのプラットフォーム（自立相談支援機関、地域若者サポートステーション、ハローワーク、経済団体、ひきこもり地域支援センター、
ひきこもり家族会等）により、地域資源、ニーズの把握、適切な支援へつなぐ等の取組を推進

 就職氷河期世代、一人ひとりにつながる積極的な広報

 対象者の個別の状況に応じたきめ細やかな各種事業の展開（関連施策：短時間労働者等への社会保険の適用拡大）

 不安定な就労状態にある方

民間事業者のノウハウを活かした正社員就職に
つなげる成果連動型事業

 ハローワークに専門窓口を設置、担当者による
チーム支援を実施

短期間で取得でき、安定就労に有効な資格等の
習得を支援

働きながらでも無料で受講可能な訓練の提供

助成金等による企業の取組支援

 社会参加に向けた支援を必要とする方

身近な地域レベルでの周知・広報のための環境
整備

生活困窮者自立相談支援事業及び就労準備
支援事業の強化

中高年者へのひきこもり支援充実

 8050等の複合課題に対応できる包括的支援や
居場所を含む多様な地域活動の推進

就職氷河期世代の方々の活躍の場を更に広げるために

就職・正社員化の実現

多様な社会参加の実現

※ 概ね1993（平成５）年～2004（平成16）年に学校卒業期を迎えた世代を指す。
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市町村プラットフォーム

１.基本的な考え方

 市町村レベルでは、個別ケースの具体的な支援プランの作成のために関係者が集う
会議体（支援調整会議）等が開催されており、こうした既存の会議体等を十分に
活用する。

 市町村プラットフォームの役割は、以下のようなものが考えられる。

※ 既存の会議体等の在り方は各自治体で、その必要性に応じ、構成メンバー、開催頻度等において
様々な形態があり、特定の会議体をベースにすることを前提とすることや、機械的な運用ルールを
定めることは、設置そのものが目的化し、会議体等が機能しない自体を招く恐れがあることに留意。
ただし、自治体における円滑な実施を支援する観点から、一定の考え方や、目安となる基本的な構
成メンバー等は示す必要がある。
※ 核となる適当な既存の会議体等が無い場合などは、必要に応じて新しい会議体等を構築する。

① 既存の会議体等の役割を念頭に、様々な関係機関のネットワークを活用して、
主に社会参加に向けた支援を必要とする方を対象にした個別ケースの具体的な
支援プランの作成等に関する情報共有や、当該地域における対応方針の検討等を
行う場としての機能を持つこと

② 上記機能を高めるため、都道府県プラットフォームに対し、都道府県プラット
フォームがつながりを持つ経済団体やハローワーク、サポステ等との関係構築の
ためのつなぎ、都道府県内の他の市町村等の事例の共有、つながり作りの支援等
の要請を求めること
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市町村プラットフォーム

（１）プラットフォームの運営を通じたネットワークの構築について
○ 以下の主体とのネットワーク（※）が構築できるようにプラットフォームを運営すること（令和元年５月29日「厚生労
働省就職氷河期支援プラン」も参照）。その他必要と考えられる主体ともネットワークが構築できるように努めること。
（※）各機関担当者が相互に適時に連絡・情報共有を図ることの出来る関係性をいう。

・自立相談支援機関、就労準備支援機関
・地域若者サポートステーション
・ハローワーク
・障害者就業・生活支援センター
・経済団体、地元の中小企業
・ひきこもり地域支援センター
・ひきこもり家族会、当事者会
・社会福祉協議会
・民生委員
・保健所・保健センター
・地域の広報媒体

（２）実施方法について
○ 市町村プラットフォームの運営手法については指定しないこととするが、必ずしも全ての主体を集めて会議する必要は
なく、各機関担当者が相互に適時に連絡・情報共有を図ることの出来る関係性を築くこと。

○ 市町村プラットフォーム設置に当たっては、都道府県プラットフォームとの連絡調整等を円滑にする観点から、市町村
において市町村プラットフォームを運営する事務局（担当部局）を定めること。

○ 運営にあたっては、市町村レベルの既存の会議体（支援会議、個別事案に係る支援調整会議、地域ケア会議等）におい
て築かれたネットワークを活用して差し支えないこと。
※ 核となる適当な既存の会議体等が無い場合などは、必要に応じて新しいネットワークを構築すること。
※ 圏域としては市レベルを基本とし、町村については既存会議体の在り方を踏まえて柔軟に対応すること。

（３）都道府県プラットフォームとの連携について
○ 市町村プラットフォームの事務局は、市町村事業を統括する都道府県保健福祉部局の担当者等と適時に連絡・情報共有
を図ることの出来る関係性を築くこと。 5

２.実施要件


